
 

議員提出議案第４号  

 

市長の専決事項の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、法

律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が１００万円未満のもの

については、市長においてこれを専決処分することができる。  

 

附  則  

市長の専決事項の指定について（昭和４７年議決第５１号）は、これを廃止

する。  
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